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平成１３年度がスタートし、市内では容器包装プラスチックの全市一斉収集が始まりました。
この４月には家電リサイクル法、グリーン購入法が施行、食品リサイクル法や建設リサイク
ル法も施行に向けて準備が進められるなど、循環型社会構築への胎動を感じます。

さて、今回は、平成１３年度の金沢市や石川県の環境施策、国のグリーン購入基本指針な
どの情報を中心にお伝えします。

（天然ガス自動車燃料補給施設「エコステーション長田」）

の統合工事を行うとともに、デマンドの抑制や変圧器運転
台数の合理化を実施することになりました。金沢市では、エ
ネルギーの合理化を図っていくため、金沢市保健所に続い
て、平成１３年度に２０の市施設でエネルギー診断を行いま
す。金沢市地球温暖化防止実行計画で示したとおり、市独
自分の二酸化炭素排出原因のうち、電気使用による排出
量が全体の６２％を占めていることからエネルギー診断によ
り現状を分析し、適切な対応を進めたいと考えています。

また、これに併せ、施設・設備の新設や更新の際、設計
段階から省エネルギーなど環境に配慮するよう、設計担当
職員を対象とした環境配慮型施設計画・設計研修会を開催
します。

※省エネルギーアドバイザー派遣制度
対象業種：製造業、鉱業、電気供給業

ガス供給業、熱供給業
費用は一部負担となります。
詳しくは、（財）石川県産業創出支援機構

℡267-1145まで

（３）天然ガス車の導入
金沢市企業局は、３月１４日に駅西本町１丁目

の松村物産長田給油所内に北陸初となる天然
ガス自動車燃料補給施設「エコ・ステーション長

平成１３年度金沢市の環境関連施策のうち、地球温暖化対
策、循環型社会の構築に関する主な施策をご紹介します。

■地球温暖化対策
（１）２１世紀金沢エネルギービジョンの策定
金沢市企業局は、ガス課と電気課を統合し、エネルギー課
を新設し、コージェネレーションシステムの普及等に取り組
みます。
また、クリーンセンターなどの既存市施設のリサイクルエネ
ルギーや、太陽光発電などの再生可能エネルギー、都市ガ
スコージェネレーション発電などによる高効率なエネルギー
利用などを効率よく配分し、「地球環境に優しい循環型都市
金沢」をめざしたエネルギービジョンを策定します。
（２）市有施設のエネルギー診断

昨年、本連絡会で事例報告した金沢市保健所はエネル
ギー診断した結果、１２年度中にトランス

田」を開設しました。１３年度は、浅野川以北に２号店となる
燃料補給施設を建設し、開設する予定です。こうしたインフ
ラの整備に合わせ、１２年度中に２０台導入した企業局で
は、１３年度中にさらに１７台、市長部局でも、市長公用車、
ごみ収集車、公害パトロール車の４台導入する予定です。
また、民間事業者でも導入が始まり、本連絡会に参加して
いる松村物産とＮＴＴ-ＭＥ北陸などのＮＴＴグループがすで
に導入しています。
（４）環境活動評価プログラムの作成支援
経費面、人手不足等から当面ISO14001に取り組むことが難
しい事業者に、これに代わる環境ツールとして、環境省が実
施している「環境活動評価プログラム」作成のための支援を
行います。環境負荷の把握、削減や経費削減につながると
ともに、ISO14001導入のステップにもなります。

申し込み 環境保全課 ℡234-5132

（３）戸室リサイクルプラザ（仮称）の建設に着手
戸室新保埋立場内に破砕選別施設、容器包装プラスチッ

ク圧縮梱包施設や、再生可能品を修理保管するリユース工
房、体験の場としてのエコライフ工房、再生品展示販売コー
ナーなどがあるプラザ施設の建設に着手します。施設は、
平成１５年夏頃に供用開始の予定です。
● ●石川県の環境関連施策●●
■環境配慮型工業団地の支援とゼロエミッション行動計画
の策定
石川県は、平成１３年度、工場から排出される産業廃棄物
を新たな製品の原料等として再利用することで、再資源化さ
れない産業廃棄物を一切排出しない松任市内の２工場団
地の「ゼロエミッション」の取り組みを支援するとともに、こう
した試みをモデルケースにしながら、県内全体の廃棄物の
発生抑制、再生利用などを総合的に進める「ゼロエミッショ



（５）環境報告書の作成・公表
金沢市環境基本計画、金沢市役所地球温暖化防止実行

計画の進捗状況を環境監査員の審査を受けて市民に公表
します。

■循環型社会の構築
（１）リサイクル推進体制の整備
容器包装プラスチックの全市回収実施や家電リサイクル法
の施行など、ごみのリサイクル・減量化を推進する体制を整
えるため、生活環境課内にあったリサイクル推進室を拡充
し、「リサイクル推進課」を新設しました。また、生活環境課
を「環境総務課」に改称し、環境総務課内に「施設整備室」
を新設しました。
（２）優良排出事業者を表彰します
事業系ごみの減量化を進めるため、啓発リーフレットを作成
するとともに、ごみの分別徹底、減量化を積極的に進めて
いる事業者を表彰します。

ン行動計画」を策定します。計画には、２００２年度から５カ
年計画で廃棄物の減量やリサイクル促進などの具体的な
方策を盛りこむ予定で、策定にあたって、県民・事業者の意
識調査やリサイクルネットワークシステム構築のための調
査・研究を行います。
■環境報告書の導入支援
近年、自社における環境保全活動に関する取り組みを環境
報告書で情報開示する事業者が増えてきています。県で
は、環境報告書を作成・公表する県内事業者に対し、モデ
ル的に助成することにより、環境情報公開の促進を図りま
す。
■環境配慮型企業顕彰制度の創設
環境保全活動に積極的に取り組んでいる県内事業者を表
彰することにより、自主的な環境保全活動の輪が広がるこ
とをめざします。

環境省は、本年４月のグリーン購入法施行を前に、３月２
６日（月）に県地場産業振興センターで北陸の自治体担当
職員を対象にした説明会を行いました。
■グリーン購入法とは

昨年５月、国等による環境物品等の調達の推進、
情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進す
るために必要な事項を定め、環境への負荷の少ない持続
的発展が可能な社会の構築を図ることを目的に、「国等に
よる環境物品等の調達の推進等に関する法律」（通称 グリ
ーン購入法）が可決成立しました。この法律により、国は環
境物品等の調達を推進するための基本方針を定め、毎年
度、この基本方針に即して調達方針を作成・公表し、物品等
の調達を行うことが義務づけられました。また、県・市町村
などの地方公共団体も努めるよう規定されています。
■国のグリーン購入基本方針で次の物品等が特定調達品
目に定められました（全１０１品目）。

①紙類（情報用紙、印刷用紙、衛生用紙）
②納入印刷物
③文具類（シャープペン、ボールペン、はさみ、

のり、ファイル、バインダー等４９品目）
④機器類（椅子、机、棚、掲示板等８品目）
⑤ＯＡ機器（コピー機、コンピュータ、ファクシミリ、プリンタ

等７品目）
⑥家電製品（電気冷蔵庫、エアコン、テレビ、ビデオ等６品

目）
⑦照明（蛍光灯照明器具、蛍光管）
⑧自動車（低公害車、その他自動車）
⑨制服・作業服
⑩インテリア（カーテン、カーペット、毛布）

グリーン購入法基本方針
３月２６日説明会開催

⑭役務（省エネルギー診断）

公共工事、家電、設備についての基準や目標を設けたこと
が今回の基本方針の大きな特徴であり、調達品目について
は毎年見直しと追加を行うそうです。
■環境省の調達方針から

グリーン購入基本方針に基づき、環境省が定めた調達方
針が４月４日公表されました。

特定調達物品等の調達目標にあわせ、調達の推進に関
する事項として、物品等を納入する業者、役務の提供事業
者、公共工事の請負事業者等に対して、事業者自身がグリ
ーン購入を推進するよう働きかけるとともに物品の納入に
際しては、調達方針で定められた自動車を利用するよう働
きかける、事業者の選定にあたっては、その規模に応じて
ISO14001または環境活動プログラム等により環境管理を行
っている者を優先して考慮するなどが挙げられています。
■ディーゼル車による物品配送ＮＯ！

東京都に続いて板橋区でも実施へ
昨年９月に、ディーゼル車による物品配送を来年４月から

使えないように決めた東京都に続いて、板橋区でも来年４
月から本庁舎や出先機関へのディーゼル車による物品配



⑪作業用手袋
⑫設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料

電池）
⑬公共工事

再生資材等（再生木質ボード、タイル、混合セメント等）
建設機械（排出ガス対策型、低騒音型）

達を行わないよう業者に要請することを決めました。あらか
じめ、各課の契約書の仕様書に「配送車にディーゼル車を
使用しないこと」の記述を盛りこむとともに、違反した物品納
入業者については、一定期間の取引停止等の措置をとるこ
とを検討しています。
■金沢市グリーン購入調達方針を策定します

金沢市ではこれまで紙類や文具等については率先してグ
リーン購入を進めてきましたが、今回の国の基本方針を受
けて、よりきめ細かい内容を盛りこんだグリーン購入調達方
針を策定する予定です。

情報交差点は、環境に
関する様々な情報コーナー
です。掲載をご希望される
方は事務局までご連絡くだ
さい。

■（財）石川県産業創出支援機構からのお知らせ
①平成13年度環境機器等開発調査補助金募集

環境にやさしい機器や技術等について具体的なテーマに係
る企画立案、事業化調査、研究開発等に要する経費を助成
します。
対象事業者 県環境ビジネス研究会会員企業で、本社およ
び開発部門が県内にある中小企業者およびそのグループ補
助率および補助金額

補助対象経費の２／３以内
５０万円以上２００万円以下

応募期限 ５月１６日（水）
②環境関連書籍・ビデオを貸し出します

１回につき、図書５冊、雑誌５冊、ビデオ３本まで借りること
ができます。期間は１回につき１週間です。
ビデオは社員研修用にもおすすめです。

例）「環境ISOで意識改革！製紙業下請け
会社の挑戦」

「廃棄物処理事例集ごみの分別と排出規制」 図
書・ビデオライブラリーを確認する場合には産業創出支援機
構ＨＰの情報バンクから検索ください。
問い合わせ (財)石川県産業創出支援機構

℡267-1244
http://www.isico.or.jp/

■第７回連絡会は地球温暖化防止実行計画策定事業者の
認証式＆事例発表会を行います
日時 ６月１日（金）14:00～16:00
場所 金沢市保健所３階健康ホール
内容 ・地球温暖化防止計画策定事業者へ山出市長から認
定証が授与されます。

・計画を策定した事業者がそれぞれの取り組み内容を
紹介します。

ただいま、各社の地球温暖化防止実行計画策定事業者の
受付を行っています。また、計画を策定するのにあたり、「こ
こがよく分からない」など疑問をお持ちの方はお気軽に事務
局までご連絡ください。

■環境情報の提供や発信、交流などの拠点
県民エコステーションが４／２（月）開設

◇施設概要
情報検索、図書資料、展示相談の各コーナーと、交流サ

ロン、サークル室などがあります。
◇活動内容

環境学習講座の開設や環境保全活動を行う団体の支
援、指導者育成、講師派遣などをはじめ、各種普及・啓発
事業を行います。
◇貸し出し用自動食器洗浄車を整備予定

コップ、皿、はし、スプーンなど200人分の食器セットがつ
いた自動食器洗浄車を全国に先駆けて整備します。イベ
ントなどでの貸し出しを行う予定です。
◇開館時間

午前９時～午後７時（毎週月曜日休館）
場所・問い合わせ

〒920-0918尾山町１０－５(県文教会館B1F)
県民エコステーション ℡232-3991 FAX232-3992

http://www.eco-partner.net/
■ＰＲＴＲがはじまりました

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進
し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的とした
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律（通称：ＰＲＴＲ法）」が平成１１年
７月に公布されました。ＰＲＴＲ法では、対象化学物質（第１
種指定化学物質）の環境中への排出量等を把握するた
め、事業者に届出を義務づけています。

対象事業者は、初年度としてまず平成１３年度
（平成１３年４月１日～１４年３月３１日）１年間の対象化学
物質の排出量等を事業所ごとに把握し、平成１４年４月以
降に都道府県を経由して国に届出を行っていただくことに
なります。

ＰＲＴＲ法の詳細については下記までお問い合せくださ
い。
問い合わせ 石川県環境政策課 ℡223-9168

金沢市持続可能な社会を形成するための
連絡会事務局（金沢市環境保全課内）
〒920-0026 金沢市西念町１０３街区１
℡ 076-234-5132 Fax 076-220-2518


